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上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付
する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

第６２期定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

第62期（2025年４月１日～2026年３月31日）



支 払 額
当事業年度に係る報酬等の額 95百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利
益の合計額 95百万円

会計監査人の状況

⑴　会計監査人の名称
　有限責任 あずさ監査法人

⑵　会計監査人の報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないた
め、当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報
酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行った上
で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断
した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におき
まして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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株式会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社の株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合においても、当社の企業
価値・株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、それに応じるか否かは、最終的には
株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。また、経営を預かる者として
経営効率を高めることにより、企業価値の向上に日々努めていくことが重要であると考えて
おります。
　しかしながら、高値での売り抜け目的や事業のための特定の重要な資産や技術の取得又は
切り売り等、その目的等から見て当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に対する明白
な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締
役会や株主の皆様が株式の大量買付行為について検討し、あるいは取締役会が代替案を提案
するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件を
もたらすために買付者との交渉を要するものなど、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の
利益に反する場合もあり、そういった不当な買収者から当社が築いてきた企業価値や株主の
皆様を始めとするステークホルダーの利益を守る必要が生ずる場合も想定されます。
　このようなことから、当社の株式の大量取得を目的とする買付が仮に発生した場合、当該
買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動の傾向及び実績等から、当該買付行為
が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に与える影響を慎重に検討することもまた重
要であると認識いたしております。
　現在のところ、当社には、当社株式の大量買付に関して、差し迫った具体的脅威は発生い
たしておりません。また、当社といたしましても、そのような買付者が出現した場合の具体
的な取り組み（いわゆる「同意なき買収への対応方針」）を予め定めるものではありませ
ん。
　しかしながら、当社といたしましては、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務とし
て、当社株式の取引の状況や株主構成の異動の状況等を常に注視しつつ、発生の場合の初動
体制を整えるほか、当社株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、社外の専門家も
交え、当該買付者の意図の確認、事業計画の評価及び交渉を行い、当該買付行為が当社の企
業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及びその
内容等を速やかに決定・開示し、適切な対抗措置を実行する体制を直ちに整える所存です。
　なお、本基本方針の内容につきましては、買収行為を巡る法制度の整備や関係当局の判断
及び見解も考慮しつつ、世の中の動向も見極め、今後も継続して見直しを行って参ります。
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業務の適正を確保するための体制

(1)業務の適正を確保するための体制の決議の内容の概要
　　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制につい
て、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
・当社は、コンプライアンスに関する基本原則を定める「ＪＢＣＣグループ行動基準」を
制定し、当社及び当社子会社を含むＪＢＣＣグループ各社の役員及び使用人全員が社会
倫理及び法令に則り業務を遂行するための行動の規範としている。当社の役員は、ＪＢ
ＣＣグループ全体におけるコンプライアンスの遵守及びその徹底を率先垂範するととも
にその実践的運用を行う体制を構築し、使用人に対するコンプライアンス教育を実施す
る。
・ＪＢＣＣグループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握は、経営品質向
上委員会が管掌し、法務・コンプライアンス担当を含むコーポレートスタッフが適宜協
議を行いながら、これを実施する。
・ＪＢＣＣグループにおいて法令、社内規則や社会倫理に反すると疑われる行為があった
場合、これを直接通報できる体制を確保する。このためにＪＢＣＣグループ各社におい
て共通の「ＪＢＣＣグループ内部通報規程」を定め、社外弁護士を通報窓口とする「コ
ンプライアンスヘルプライン」を設置する。社外に向けても、メールにて外部通報を受
けることをホームページで公開している。通報者においては本人の希望により匿名性が
約束され安全と利益が保障される。法務・コンプライアンス担当は、通報窓口からの指
摘があった場合、必要に応じ通報事実について調査を指揮・監督し適切な対策を策定す
る。また、代表取締役社長と協議のうえ、必要であると認められた場合、対策を実施
し、さらにＪＢＣＣグループ内において事実を開示し対処及び結果について周知徹底す
る。

・代表取締役社長は、業務監査を行う内部監査担当を管掌し、内部監査担当は、常勤の監
査等委員である取締役と意見を交換しつつ、ＪＢＣＣグループ全体にわたる業務執行状
況の監査を行う。

②取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会、経営会議（経営全般について代表取締役からの諮問を受ける会議
体）その他の重要な意思決定に係わる情報は、法令、定款及び社内規程に則り記録・保
存・管理され、株主を含む権限者及び必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
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・情報セキュリティ委員会は、個人情報保護を含む、情報の安全管理に関するガイドライ
ンを定め周知徹底する。

③当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・事業の継続・発展を実現するための投資・戦略的提携などに関する事項については、コ
ーポレートスタッフの各責任者が、所管部門に関する必要なリスク評価を行ったうえで
提示する資料に基づき、取締役会もしくは経営会議において最終的に評価・決裁する。

・日常業務における債権管理等については、「債権保全管理規程」、「ＪＢＣＣグループ
連結決算規程」及び各種の取引先選定に係わる基準等、事業遂行上のリスクを管理する
規程に従い処理される。

・有事の対応については、職務分掌に基づく役割分担に応じコーポレートスタッフの各責
任者が連携してこれにあたり、代表取締役社長がこれを統括する。経営会議及び経営品
質向上委員会は、平時において有事対応体制の整備を行う。

・経営品質向上委員会は、グループの対外リスクやコンプライアンスリスクに関する施策
の検討、推進を行う。ＢＣＰ委員会は事業継続に関する施策について、情報セキュリテ
ィ委員会はグループのセキュリティに関する施策について、それぞれ検討、推進を行
う。

・当社及びＪＢＣＣグループ各社間で経営指導契約を締結するとともに、共通の「事業会
社管理規程」を制定し、当社からＪＢＣＣグループ各社に対する指導ないし管理等の指
針を明確にする。

④当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制
・取締役会は、取締役の中から代表取締役社長を選定し、代表取締役社長に取締役会が定
める経営機構におけるコーポレートスタッフ等を任命させる。コーポレートスタッフ
は、職務分掌に基づき当社の業務を執行するとともに、経営指導契約に基づきＪＢＣＣ
グループ各社の経営を支援する。
・取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、法律が定める独立性要件を満たす社外取締
役を任命する。ＪＢＣＣグループ各社に対しては原則として当社の経営幹部より適切な
人材を派遣し、効率的な職務の執行を支援する。

・取締役会が十分に機能するよう、その運営実務を遂行するための事務局を設置する。
・代表取締役社長は、ＪＢＣＣグループの事業を代表する経営幹部で構成される経営会議
を統括し、その効率的運営と監視・監督体制の整備を行う。
・各取締役の職務分掌と権限については、社外取締役を含めて適切な役割分担と連携が確
保される体制を、年度初めにおける組織編成時に設定する。
・中期経営計画及び年度予算を策定し、グループ全体としての目標達成に向けて各分掌、
各社・各部門において具体的な戦略を立案・実行できる体制を構築する。

・ＩＴ企業の優位性を活かし、積極的なＩＴの有効活用を通じて業務の効率化を図る。
・当社及びＪＢＣＣグループ各社間で経営指導契約を締結するとともに、共通の「事業会
社管理規程」を制定し、当社からＪＢＣＣグループ各社に対する指導ないし管理等の指
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針を明確にする。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ＪＢＣＣグループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社においてＪ
ＢＣＣグループ各社の業務執行に関する内部監査を行う専任組織を設置する。その際、
「ＪＢＣＣグループ行動基準」は、ＪＢＣＣグループに所属する役員及び使用人全員が
業務を遂行するうえでの行動の規範であり、ＪＢＣＣグループ各社における適切な内部
統制システム整備の指針となる。
・ＪＢＣＣグループの事業を代表する経営幹部で構成される経営会議を定期的に開催し、
当社代表取締役社長による議事運営の下、グループ経営執行の重要課題の審議決定を行
う。ＪＢＣＣグループ各社において重要な事象が発生した場合には、当該会議における
報告が義務付けられる。
・経営会議を定期的に開催し、グループ全体としての実務的な懸案事項の解決方法を周知
し、ＪＢＣＣグループ各社における実行を支援する。
・内部通報制度（外部通報制度を含む）をＪＢＣＣグループ全体として運用する。
・コーポレートスタッフの財務部門責任者は、ＪＢＣＣグループの統一会計基準を策定
し、連結決算対象各社間において共通の「ＪＢＣＣグループ連結決算規程」を制定さ
せ、主要な計数的問題状況を常時モニタリングする。
・ＪＢＣＣグループ間における会社間取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に
照らし適切なものであることを求められる。

・当社からＪＢＣＣグループ各社へ監査役を派遣することにより、内部監査部門と連携し
た内部統制体制に関する監査を実施する。また各社監査役と当社の常勤監査等委員であ
る取締役で構成されたグループ監査役会を設置し、定期的に所属企業の状況に関する報
告を実施する他、連携してＪＢＣＣグループとしての監査の実効性の向上を図る。
・当社及びＪＢＣＣグループ各社間で経営指導契約を締結するとともに、共通の「事業会
社管理規程」を制定し、当社からＪＢＣＣグループ各社に対する指導ないし管理等の指
針を明確にする。

⑥監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを「求めた場合」に
おける当該使用人に関する事項
・監査等委員会の求めがあったときは、監査等委員会の職務を補助する使用人（監査等委
員会スタッフ）として、特に適切な人材を配置する。
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⑦前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する
指示の実効性に関する事項
・監査等委員会スタッフについては、その独立性を確保するため、業務の執行に当たる役
職には従事させず、任命、異動等人事権に係わる事項の決定には常勤監査等委員の事前
の同意を得る。

・監査等委員会スタッフの人事考課については、その適切な職務遂行のため、常勤監査等
委員が行い、人事異動は常勤監査等委員である取締役と取締役が協議のうえ実施する。

⑧当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人が監査等委
員に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
・常勤監査等委員は、取締役会の他、経営会議等の重要な意思決定が行われる会議へ出席
するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じてＪＢ
ＣＣグループ各社の取締役及び使用人から説明を求めることができる。

・代表取締役社長及び業務を担当する取締役は、取締役会において定期的にあるいは随
時、その担当する業務の執行状況の報告を行う。
・取締役は、重大なコンプライアンス違反、信用毀損他、会社に著しい損害を及ぼすおそ
れのある事実があること等を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
・当社及びＪＢＣＣグループ各社の取締役並びに使用人は、監査等委員会が持株会社とし
ての当社事業の報告を求めた場合、又は監査等委員会がＪＢＣＣグループの業務及び財
産の状況を調査する必要があり求めた場合は、迅速かつ的確にこれに対応する。

・当社及びＪＢＣＣグループ各社の全ての取締役及び使用人は、ＪＢＣＣグループ行動基
準に基づき、ＪＢＣＣグループが関わる違法、不正又は不適切な事象について、これを
知ったときは全て上司に報告し、適切な指示を仰ぎ処置を行うべき責務を担う。また行
動基準は、上司による隠匿や放置の可能性が認められる場合、これを見逃すことは法的
な責任につながる可能性があることを明示し、内部通報制度に基づく直接の通報を奨励
する。当社は、これに応じ内部通報制度窓口（コンプライアンスヘルプライン）を設
け、法令に基づく取締役からの報告に関わる事項の他、全ての使用人及びＪＢＣＣグル
ープ各社の取締役、監査役、使用人並びに関係者からのＪＢＣＣグループが関わる違
法、不正又は不適切な事象に関する通報を受け、これに対処する。
・内部通報規程は、通報者が通報を行ったことにより不利益を被ってはならないことを明
示し、制度的保護を保障する。
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⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・会計監査人である監査法人から監査等委員会への監査計画及び監査結果に関しての説明
会を設ける。
・監査等委員会と会計監査人及び内部監査部門との情報及び意見交換の機会を設ける。
・グループ監査役会においては、担当する各社の状況報告のみならず、積極的に意見交換
及び提言を行い、常勤監査等委員と連携して問題解決に当たる。

・監査等委員会が監査（調査を含む）のために要する費用については当社がこれを負担す
るものとし、予め年間の監査計画に基づき経費予算を計上する。

(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、2016年６月16日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行によ
り、取締役会においては執行機能と監督機能の分離を明確化しコーポレートガバナンスの
実効性を高めるとともに、意思決定のさらなる迅速化を図っております。
　当期に実施しました主な取り組みについては以下のとおりです。

【リスク管理に関する取り組み】
・当期は、当社グループとして重点的に管理すべきリスクをコンプライアンスリスク、災害
リスク、情報漏洩リスク、内部統制の不備リスクの４つと認識しております。このうち、
コンプライアンスリスクおよび内部統制の不備リスクについては経営品質向上委員会、災
害リスクについてはBCP委員会、情報漏洩リスクについては情報セキュリティ委員会に置
いて、それぞれ審議・推進しております。なお、その他リスクについては、各コーポレー
トスタッフにて適切に把握・対策を行い、その対応状況やリスクの重大化懸念のある事項
については、経営品質向上委員会で報告し必要に応じ審議・対応を行うこととしていま
す。また各委員会で審議した結果については、取締役会に報告し問題意識を共有いたしま
した。
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【コンプライアンスに関する取り組み】
・コンプライアンスに関する基本原則を定める「ＪＢＣＣグループ行動基準」に基づき、全
グループにおいてコンプライアンスの教育を実施いたしました。教育内容は、「ＪＢＣＣ
グループ行動基準」の全体の理解、個人情報及び特定個人情報の取扱い、情報漏洩等のセ
キュリティ対策、ソーシャルメディア利用に関する指針、内部統制に関する考え方等をテ
ーマとし、実施後には理解度テストも行い定着化に努めております。
・ＪＢＣＣグループ内で生じた、社会倫理に反する行為や、法令・規程違反等のコンプライ
アンス問題について、「ＪＢＣＣグループ内部通報規程」に基づき、相談・通報の窓口と
して、法務・コンプライアンス部門所管の下「コンプライアンスヘルプライン」を設置し
ております。ＪＢＣＣグループ社員に対しては、安全に通報者の匿名性を確保しているこ
とを周知し有効に活用することを推進した結果、相談・通報も数件寄せられて、いずれも
早期の問題発見と対処、解決の効果が着実に上がっております。
【情報セキュリティ・ＢＣＰに関する取り組み】
・情報セキュリティについては、情報セキュリティ委員会において、グループのセキュリテ
ィ監視・運用体制の見直し、Ｐマーク要求事項の改訂による規程や運用の更新、またネッ
トワーク等の脆弱性診断による対策措置を実施し、セキュリティレベル向上の取り組みを
行いました。

・ＢＣＰについては、ＢＣＰ委員会において、大規模災害対策、事業継続計画の見直しと策
定、災害発生を想定した訓練を実施いたしました。
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【子会社管理に関する取り組み】
・ＪＢＣＣグループの事業を代表する経営幹部で構成される経営会議を定期的に開催し、各
社の予算進捗状況の確認やＪＢＣＣグループ経営に係わる情報共有を行っております。ま
たＪＢＣＣグループ各社から当社に対し事前に承認・報告すべき事項を定めた事業会社管
理規程に基づき、必要に応じて、ＪＢＣＣグループ会社から審議課題の付議・報告がなさ
れました。

【内部監査及び監査等委員会監査に関する取り組み】
・内部監査部門は、全社的な内部統制の内容を適切に理解及び分析したうえで、業務プロセ
スにおける内部統制の評価対象を選定し、その整備・運用状況等や評価結果について意見
交換を行い、監査の実効性を図りました。
・常勤監査等委員は、取締役会、経営会議等主要な会議に出席し取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況の報告等を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧する
とともに、ＪＢＣＣグループ会社の主要な事業所への往査を実施いたしました。またＪＢ
ＣＣグループ各社の監査役で構成されたグループ監査役会を開催し、リスクや懸念事項の
情報共有も行いました。
・監査等委員会は、常勤監査等委員より上記の報告を受けるとともに、取締役会において
は、取締役から職務の執行状況の報告等を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の業務
執行が適切に行われているか確認をしております。また四半期に１回、代表取締役及び社
外取締役を交えて、意見交換を行い監査の実効性を図っております。
・会計監査人については、監査の独立性と適正性を監視しながら、四半期ごとに監査経過お
よび結果報告を受け、意見交換等を行いました。

－ 9 －



（ 2025年 ４ 月 １ 日から ）2026年 ３ 月 31 日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,713 6,869 16,977 △5,075 23,484
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △2,406 － △2,406
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － － 5,353 － 5,353
自 己 株 式 の 取 得 － － － △3,000 △3,000
自 己 株 式 の 処 分 － 117 － 557 674
そ の 他 － － △3 － △3
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － 117 2,943 △2,443 618
当 期 末 残 高 4,713 6,986 19,921 △7,518 24,102

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 純 資 産 合 計

その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整
累 計 額

その他の包括利
益 累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 705 △3 △3 697 24,182
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △2,406
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － － － － 5,353
自 己 株 式 の 取 得 － － － － △3,000
自 己 株 式 の 処 分 － － － － 674
そ の 他 － － － － △3
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 108 △22 △3 82 82

当 期 変 動 額 合 計 108 △22 △3 82 701
当 期 末 残 高 813 △25 △7 780 24,883

連結株主資本等変動計算書
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連　結　注　記　表
Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１. 連結の範囲に関する事項
⑴ 連結子会社の数 ８社

主要な連結子会社の名称 ＪＢＣＣ株式会社
ＪＢサービス株式会社

　　前連結会計年度において連結子会社でありましたＪＢアドバンスト・テクノロジー株
　式会社は、2025年４月１日付で当社の連結子会社であるＪＢＣＣ株式会社を存続会社
　とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
⑵ 非連結子会社の数

　該当事項はありません。
２. 持分法の適用に関する事項

⑴ 持分法適用の非連結子会社及び関連会社
　該当事項はありません。

⑵ 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
　該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、佳報（上海）信息技術有限公司 及び JBCC(Thailand)Co.,Ltd. 
の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算
書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を
行っております。また、その他の連結子会社の決算日と連結決算日は一致しておりま
す。
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市場価格のない株式等以
外のもの

時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)

(リース資産を除く) 定率法を採用しております。耐用年数は２年から
45年であります。

(リース資産を除く) なお、自社利用ソフトウェアについては、社内におけ
る見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法、市
場販売目的ソフトウェアについては、見込有効期間
（３年以内）に基づく償却額と見込販売数量に基づく
償却額のいずれか大きい額により償却しております。

４. 会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)
その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品、原材料 主として移動平均法
製品、仕掛品 総平均法（但し、ソフトウェア仕掛品は個別法）
貯蔵品 先入先出法

⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 (ⅰ)建物及び構築物

なお、1998年４月１日以降に取得した建物（附
属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額
法を採用しております。

(ⅱ)工具、器具及び備品
定率法を採用しております。耐用年数は２年から
15年であります。

②無形固定資産 定額法を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
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⑶ 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

②受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計
年度末における受注契約のうち、損失発生の可能性が
高く、かつその金額を合理的に見積ることが可能な案
件の損失見込額を計上しております。

③訴訟損失引当金 訴訟に対する損失に備えるため、係争中の案件に対
し、事実関係や訴訟の進行状況等を考慮して、将来発
生する可能性のある損失見込額を計上しております。

④インセンティブ引当金 報奨（旅行等現物を含む）の支給に備えるため、支給
見込額のうち当連結会計年度に負担する金額を計上し
ております。

⑤製品保証引当金 製品の保証期間内における無償補修費用の発生に備え
るため、将来の補修見込額について、個別案件ごとに
見積った額及び過去の実績率に基づく見積額を計上し
ております。

⑷ 退職給付に係る会計処理の方法
数理計算上の差異等の費用処理方法

当社及び連結子会社の一部は、確定拠出年金制度を採
用しており、要拠出額をもって費用処理しておりま
す。また、連結子会社の一部は、退職一時金制度を採
用しており、簡便法による会計処理を行っておりま
す。なお、退職者に係る閉鎖型確定給付企業年金が当
社の契約として残っており、当該制度に係る数理計算
上の差異は翌期に一括償却処理をしております。

⑸ 収益及び費用の計上基準
　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以
下のとおりであります。

①ＳＩによる収益
　ＳＩの主要な内容は、当社グループ独自の開発手法「ＪＢアジャイル」を取り入れた
超高速開発を中心としたシステム開発の請負契約等であります。これらは主として一定
の期間にわたり充足される履行義務と判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、
当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。また、履行義務の充
足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生した費用を回収することが
見込まれる場合には、原価回収基準を適用しております。なお、工期がごく短いなど重
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要性の乏しい契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を
充足した時点で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法
は、見積総原価に対する発生原価の割合で算出しております。

②サービスによる収益
　サービスの主要な内容は、クラウドやセキュリティサービスを中心としたITシステム
の運用・保守サービスであります。これらは顧客との契約期間にわたり履行義務が充足
されるものと判断し、一定期間にわたり顧客との契約において約束された金額を収益と
して認識しております。

③サービスに含まれるITシステム構築による収益
　サービスに含まれるITシステム構築の主要な内容は、システム機器やインフラ基盤の
設計・導入を中心としたＩＴシステム構築の請負契約等であります。これらは主として
一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積
り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。また、履行義務
の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生した費用を回収するこ
とが見込まれる場合には、原価回収基準を適用しております。なお、工期がごく短いな
ど重要性の乏しい契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義
務を充足した時点で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの
方法は、見積総原価に対する発生原価の割合で算出しております。

④システム、製品開発製造販売による収益
　システムの主要な内容は、ハードウェア及びソフトウェアの販売であります。また、
製品開発製造の主要な内容は、クラウド連携プラットフォーム等、独自のソフトウェア
や生産管理システムの開発・提供及びプリンター等各種ハードウェアの製造・販売であ
ります。
　これらのうち、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負う製品は顧客の検
収を受けた時点において、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負わない製
品は引き渡した時点において、顧客に支配が移転すると判断し、収益を認識しておりま
す。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、支払条件により１年以内に取引
対価を受領しているため、重大な金融要素を含んでおりません。

⑹ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用　　　　当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用

しております。
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５. 重要な会計上の見積りに関する注記
（システム開発の請負契約等における原価総額の見積り）
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識したシステム開発の請
負契約等に係る収益のうち、当連結会計年度末時点で進行中のものに係る売上高は
2,685百万円（うち、当連結会計年度に認識した金額2,653百万円、過年度に認識済み
の金額32百万円）であります。
　当連結会計年度末に計上した受注損失引当金は58百万円であります。

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
　システム開発の請負契約等については、主として履行義務の充足に係る進捗度を見積
り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。当該進捗度は、
各報告期間の期末日までに発生した原価の累計額が見積原価総額に占める割合に基づき
見積もっております。
　また、システム開発の請負契約等について、原価総額が収益総額を超過する可能性が
高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込ま
れる額のうち、当該請負契約等に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、受
注損失が見込まれた期の損失として処理し、受注損失引当金を計上しております。
　そのため、当社グループは、システム開発の請負契約等に係る収益の認識及び受注損
失引当金の会計処理にあたり、各請負契約等に係る原価総額の見積りを行っておりま
す。
　なお、システム開発の請負契約等においては、顧客の要望の高度化・複雑化や開発着
手後のシステム要件の変更等により、当初の原価総額の見積りより作業工数等が増加
し、追加費用が発生する場合には、原価総額の見直しを行っております。
②重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　当連結会計年度の原価総額の見積りは適切であると評価しておりますが、追加工数の
発生等により当初の見積りに変更が生じ総原価が変動する場合には、連結計算書類上で
認識する進捗度に応じた収益の金額及び受注損失引当金の金額に重要な影響を与える可
能性があります。
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1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,296百万円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 12,100百万円
借入実行残高 －百万円
借入未実行残高 12,100百万円

普通株式 71,094,972株

普通株式 10,422,430株

決　　　議 株式の
種　類

配当金の
総　　額
(百万円)

１株当たり
配　当　額
(円)

基　準　日 効力発生日

2025年５月20日
取締役会 普通株式 1,306 81.00 2025年３月31日 2025年６月18日

2025年10月30日
取締役会 普通株式 1,099 17.00 2025年９月30日 2025年12月1日

Ⅱ. 連結貸借対照表に関する注記

2. 取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

Ⅲ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

2. 当連結会計年度末の自己株式の種類及び総数

(注)１．当事業年度末の自己株式数には、「ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託」が保有
 する自社の株式1,962,200株が含まれております。

２．2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
3. 配当に関する事項

⑴ 配当金支払額

(注)１．2025年５月20日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株
インセンティブ・プラン（E-Ship）」により「ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託
口」が保有する当社株式に対する配当金48,551千円が含まれております。

２．2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、
2025年５月20日取締役会決議による１株当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載
しております。

３．2025年10月30日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株
インセンティブ・プラン（E-Ship）」により「ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託
口」が保有する当社株式に対する配当金36,825千円が含まれております。
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決　　　議 株式の
種　類

配当の
原　資

配当金の
総　　額
(百万円)

１株当たり
配　当　額
(円)

基　準　日 効力発生日

2026年５月21日
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,565 25.00 2026年

３月31日
2026年

６月22日

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの

(注)2026年５月21日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株イン
センティブ・プラン（E-Ship）」により「ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託口」が保
有する当社株式に対する配当金49,055千円が含まれております。
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Ⅳ. 金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、必要に応じ、銀行借入等により資金を調達しております。資金運用
については、預金その他の安全性の高い金融商品に限定して運用を行います。デリバテ
ィブはリスクヘッジ目的に限って利用する可能性がありますが、投機的な取引は行わな
い方針です。
　受取手形及び売掛金は、お客様の信用リスクに晒されておりますが、社内規程に従
い、与信管理及び売掛金回収管理を行っております。お客様ごとに回収遅滞管理及び与
信残高管理を行うとともに、信用状況の定期的なモニタリングを行い、年２回の頻度で
与信限度額の定期的見直しを行っております。
　また、投資有価証券は主として株式であり、その大半が当社グループの業務上関係を
有する取引先企業の株式です。これらは、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスク
に晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握するようにしておりま
す。
　営業債務である支払手形及び買掛金は概ね短期の支払期日であります。
　営業債務については、各社ごとに資金繰り見通しを作成し、当社においてグループ内
の事業会社各社の資金ニーズを把握し、グループファイナンスにより事業会社間で資金
の融通を行うことにより、資金を効率的に使用しております。
　長期借入金については、「E-Ship信託」の導入に伴う信託口における金融機関からの
借入金が含まれております。
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連 結 貸 借 対 照 表
計　　　上　　　額 時　価 差　額

⑴ 投資有価証券
　　　満期保有目的の債券 500 487 △12
　　　その他有価証券 1,560 1,560 -

2,060 2,047 △12
⑵ リース債務
　　（１年以内返済予定のものも含む） 116 116 0
⑶ 長期借入金
　　（１年以内返済予定のものも含む） 1,903 1,903 0

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次の通りであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額196百
万円）は「その他有価証券」には含めておりません。

（単位：百万円）

(注)１．「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払
金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以
下の３つのレベルに分類しております。

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。
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区　分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券 1,560 - - 1,560

資産計 1,560 - - 1,560

区　分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　満期保有目的債券 - - 487 487

資産計 - - 487 487
リース債務（１年以内返済予定のものも含む） - 116 - 116
長期借入金（１年以内返済予定のものも含む） 1,903 1,903

負債計 - 2,019 - 2,019

⑴　時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい
るため、その時価をレベル１に分類しています。

⑵　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

債券の時価は取引金融機関から提示された価格に基づいて算出しており、モンテカルロ
シミュレーション等を用いて債券の将来クーポンを推計し、発行体クレジット及びスワ
ップ金利で現在価値に引き直して債券価値を算出しております。なお、算定にあたり一
部市場で観察不能なインプットを使用しているため、レベル３に分類しております。

リース債務（１年以内返済予定のものも含む）
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行っ
た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類し
ております。

長期借入金（１年以内返済予定のものも含む）
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長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し
た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。また、「E-Ship信託」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金は、短期
間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額に近似しているものであることから、当
該帳簿価額によっております。
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期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権

受取手形 373 211
売掛金 9,302 10,714

契約資産 4,340 3,245
契約負債 3,486 4,449

期間 金額
１年以内 9,500
１年超 319

合計 9,819

Ⅴ. 収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、情報ソリューション事業及び製品開発製造事業を営んでおり、各事業
の主な財又はサービスの種類は、SI、サービス、システム及び製品開発製造であります。
また、主な財又はサービスの売上高は、SI 19,135百万円、サービス 43,683百万円、シ
ステム 11,060百万円及び製品開発製造 2,140百万円であります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記　４．会計方針に関
する事項　(5）収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関
係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認
識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

⑴ 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：百万円）

(注)当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた
額は、2,874百万円であります。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行
義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識
が見込まれる期間は以下の通りであります。

（単位：百万円）
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１. １株当たり純資産額 410円12銭
２. １株当たり当期純利益 86円34銭

Ⅵ. １株当たり情報に関する注記

（注）1. 「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」により「ＪＢＣＣグル
ープ社員持株会専用信託」が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、
期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております（当連結会計年度末
1,962,200株）。また１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算にお
いて控除する自己株式数に含めております（当連結会計年度2,183,199株）。

　　　2. 2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりま
す。

Ⅶ. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

Ⅷ. その他の注記
　該当事項はありません。

　　　＊本連結計算書類中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（ 2025年 ４ 月 １ 日から ）2026年 ３ 月 31 日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金 利益準備金

その他
利益剰余金

研 究 開 発
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,713 4,786 2,003 208 180 11,399
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △2,406
当 期 純 利 益 － － － － － 4,918
自 己 株 式 の 取 得 － － － － － －
自 己 株 式 の 処 分 － － 117 － － －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 117 － － 2,511
当 期 末 残 高 4,713 4,786 2,121 208 180 13,911

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △5,075 18,216 700 18,916
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △2,406 － △2,406
当 期 純 利 益 － 4,918 － 4,918
自 己 株 式 の 取 得 △3,000 △3,000 － △3,000
自 己 株 式 の 処 分 557 674 － 674
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － － 103 103

当 期 変 動 額 合 計 △2,443 186 103 290
当 期 末 残 高 △7,518 18,402 804 19,206

株主資本等変動計算書
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①市場価格のない株式等以外
のもの

時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)

⑴ 有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。なお、耐用年数は２年か
ら45年であります。
但し、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法を採用してお
ります。

⑵ 無形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、自社利用ソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法、市
場販売目的ソフトウェアについては、見込有効期間
（３年以内）に基づく償却額と見込販売数量に基づく
償却額のいずれか大きい額により償却しております。

⑶ リース資産
所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

⑴ 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

⑵ インセンティブ引当金 報奨（旅行等現物を含む）の支給に備えるため、支給
見込額のうち当事業年度に負担する金額を計上してお
ります。

個　別　注　記　表
Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
⑴ 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
⑵ 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)
⑶ その他有価証券

②市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

3. 引当金の計上基準
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4. 退職給付に係る会計処理の方法
数理計算上の差異等の費用処理方法

当社は、確定拠出年金制度を採用しており、要拠出額
をもって費用処理しております。
また、退職者に係る閉鎖型確定給付企業年金が当社の
契約として残っており、当該制度に係る数理計算上の
差異は翌期に一括償却処理をしております。

5. 収益及び費用の計上基準
　純粋持株会社の当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経
営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務で
あり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及
び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識し
ております。

6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用　　　　　当社は、グループ通算制度を適用しております。
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1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,706百万円

短期金銭債権
長期金銭債権

603百万円
345百万円

短期金銭債務 177百万円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 11,000百万円
借入実行残高 -
借入未実行残高 11,000百万円

　営業収益 6,234百万円
　営業費用 536百万円
営業取引以外の取引による取引高の総額 61百万円

（単位：株）
株式の種類 当 事 業 年 度 期 首

株 式 数
当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式 8,952,988 2,067,042 597,600 10,422,430

Ⅱ. 貸借対照表に関する注記

2. 関係会社に対する金銭債権

3. 関係会社に対する金銭債務

4. 取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当事業年度の借入未実行残高は次の通りであります。

Ⅲ. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高の総額

営業取引による取引高の総額

Ⅳ. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注)１．当事業年度末の自己株式数には、「ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託」が保有する自社の株式
1,962,200株が含まれております。

２．2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
３．（変動事由の概要）
　　　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
　　　　自己株式の取得による増加 　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,055,500株
　　　　譲渡制限付株式の無償取得　　　　　　　　　　　　　　　　　         11,358株
　　　　単元未満株式の買取りによる増加 　　　　　　　　　　　　　　　　      184株
　　　減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
　　　　譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分による減少　　　　　　　 162,200株
　　　　「ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託」から社員持株会への売却　 435,400株
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（繰延税金資産）
会社分割による子会社株式 1,854百万円
貸倒引当金 108百万円
投資有価証券 49百万円
資産除去債務 282百万円
会員権 18百万円
子会社株式 40百万円
その他 127百万円
繰延税金資産小計 2,482百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △500百万円
評価性引当額小計 △500百万円
繰延税金資産合計 1,982百万円

（繰延税金負債）
有形固定資産 △130百万円
その他有価証券評価差額金（益） △318百万円
前払年金費用 △9百万円
繰延税金負債合計 △458百万円

差引：繰延税金資産（負債）の純額 1,523百万円

Ⅴ. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称 議 決 権 等 の
所有割合(％)

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引

金額 科　　　目 期末
残高

子会社

ＪＢＣＣ株式会
社

（所有）
直接　100

経営指導
事務所等の賃貸
資金の貸借取引
役員の兼務

経営指導料・事務手数料(注)１ 1,446 未収入金 391

資金の貸借取引(注)２ △4,807 預り金 0

支払利息及び割引料 36 - -

株式会社シーア
イエス

（所有）
直接　100

経営指導
資金の貸借取引
事務所等の賃貸
役員の兼務

資金の貸借取引(注)２ △805 預り金 -

ＪＢサービス株
式会社

（所有）
直接　100

経営指導
事務所等の賃貸
資金の貸借取引
役員の兼務

資金の貸借取引(注)２ △1,708 預り金- 0

支払利息及び割引料 16 - -

ＪＢエキスパー
ト株式会社

（所有）
直接　100

事務所等の賃貸
業務委託
資金の貸借取引
役員の兼務

業務委託料(注)１ 250 未払金 30

ＪＢパートナー
ソリューション
株式会社

（所有）
　直接　100

業務委託
役員の兼務

開発委託料(注)３ 198 未払金 27

JBCC(Thailand)
Co.,Ltd.

（所有）
直接　49.0

資金の貸借取引 資金の貸借取引(注)２ - 関係会社長期
貸付金
貸倒引当金

345

△345

Ⅵ. 関連当事者との取引に関する注記
1.　子会社等

（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等
１. 経営指導料・事務手数料、業務委託料については、年度協議により決定しております。
２. 資金の貸借取引は当社グループで行っているグループファイナンスに係るものであり、利率は

市場金利を勘案して合理的に決定しております。
３. 開発委託料については、市場価格を勘案し相互協議に基づき決定しております。
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称
又は氏名

事業の内容
又は職業

議 決 権 等 の
所 有 割 合 ( ％ )

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科　　　目 期末残高

役員 東上征司
当社
代表取締役
社長

（被所有）
直接　0.7 - 自己株式の処分

(注)１ 19 - -

1. １株当たり純資産額 316円57銭
2. １株当たり当期純利益 79円33銭

2.　役員及び個人主要株主等

（注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、自己株式割当によるものであります。

Ⅶ. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記　5 収益及び費用の計上基準」に記載の通り
であります。

Ⅷ.　１株当たり情報に関する注記

（注）1. 「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」により「ＪＢＣＣグル
ープ社員持株会専用信託」が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、
期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております（当事業年度末
1,962,200株）。また１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算にお
いて控除する自己株式数に含めております（当事業年度2,183,199株）。

2. 2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりま
す。

Ⅸ. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

Ⅹ. その他の注記
　該当事項はありません。

　　　＊本計算書類中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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